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住まいの復興給付金に係る基金の概要 

  

基金（事業）の名称 被災者住宅再建支援対策給付基金 

法人名 一般財団法人住宅金融普及協会 

基金額（国庫補助金等相当額） ３００億円 

基金事業の概要 「『住宅取得等に係る給付措置について』の一部

改正について」（令和３年 1月 26日閣議決定）に

基づき、被災者について、復興まちづくりに係る

区域指定や宅地造成の時期など外的な要因によ

り被災者間で生じる負担の不均衡を避ける観点

等から、住宅再取得等に係る標準的な消費税の負

担増加に対応し得る措置として、給付措置を行

う。 

基金事業を終了する時期 2022 年 12 月末までの住宅取得等に対する支出等

が終了するまで。 

基金事業の目標 被災者の住宅再建に支障がないようにすること。 

 


